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管理体制

　　正職員：９人、臨時職員：　０人　〔 計９人 〕※正職員数には常勤役員1名を含む。

利用者数 (人)
(施設見学者)

利用料金収入
(千円)

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト(H28年度分)

所在地

指定期間公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社

天神川流域下水道 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬１５１７　外施　設　名

０８５７－２６－７４００水・大気環境課

設置目的

  1　天神川流域下水道の処理施設の運転操作等の維持管理業務に関すること
　2　下水道の水質分析等に関すること
　3　下水道技術者の養成に関すること
　4　下水道技術の調査研究に関すること
　5　下水道知識の普及及び啓発等に関すること
　6　その他上記各事項の目的を達成するために必要な事業

施設所管課名

指定管理者名 平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日

管理棟、水処理施設、汚泥処理施設、電気設備、放流管きょ、幹線管きょ、流量計及びポンプ場

休館日

通年終日運転
（事務室は、午前８時３０分～午後５時１５分）

通年終日運転
（事務室は、毎週土日曜日、祝祭日、１２月２９日～１月３日）

天神川流域の市町の下水道により排除される下水を受けて、これを処理することにより、都市の健全な
発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

委託業務の内
容

設置年月日 昭和５９年　１月２０日

利用料金 なし

施設内容

開館時間

理事長
（常務理事兼務 １

名）
事務担当（正職員２名）

事務局長
（正職員１

理事長

（常務理事兼務 １名）
事務担当（正職員２名）

事務局長
（正職員１

理事長
（常務理事兼務 １名）

事務担当（正職員２名）
事務局長
（正職員１

理事長

（常務理事兼務 １名）
事務担当（正職員２名）

事務局長
（正職員１

理事長

（常務理事兼務１名）
事務担当（正職員１名）

水質・汚泥等分析担当（２名）

施設管理担当（４名）施設等管理担当
（正職員６名）

事務局長
（正職員１名）



５ 収支の状況

雑収入（受取利息）

６ サービスの向上に向けた取組み

７ 利用者意見への対応

８ 指定管理者による自己点検

　利用者からの積極的な評価

特になし

　〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

◯鳥取県中部地震の被災直後の対応（10月21日発生）・・・・緊急対応を実施（委託業務外業務）
・天神浄化センター：14時7分、地震発生直後に全停電したため、場内の緊急点検を実施するとともに、電気設備の応
急復旧を実施。15時8分主ポンプ運転を再開した。また、現地調査で場内道路等の沈下4箇所の発見をし、機械設備の点
検を実施し問題ないことを確認し、応急処置とともに報告した。
・幹線管渠点検：公社でマンホール概略点検を約230箇所の点検実施した。マンホールのクラックや漏水・浸入水等の
損傷マンホールが多数確認。被災箇所は、47箇所で被災率は16%であった。（災害復旧工事で県が対応）
・下水流入量の増加を確認：地震の影響でマンホール、管渠等の損傷が点検により確認され不明水の流入が確認され
た。
◯消防計画を見直し、火災だけでなく、地震・その他の災害を想定した計画を策定。総合訓練を実施した。
◯中期経営計画の策定の策定
下水道事業を取り巻く経営環境の変化に対応するために、事業及び経営状況等の的確な現状把握をして、中長期的な視
野に基づく計画的な経営に取り組み、公社事業の充実と経営の効率化を一層進める必要がある。そのために、今後の公
社の果たすべき役割、方向性及び具体的な取り組みを明確に示した中期経営計画の策定に取り組んだ。（計画期間は、
平成29年度～平成32年度の4年間）

経費

・管理業務の経営改善と経費削減等による事業経営の効率化に実践的に取り組んだ。
 管理棟ボイラーの廃止(△310千円)、処理した汚水の滅菌にいれる次亜塩素酸ナトリウム注入率の見直
しによる減量(△1,050千円)、屋外水銀灯のＬＥＤ化(８灯)(△150千円)、通常大規模工場等に適用され
るエネルギー付加金について、減免の適用を国から受け電気代を節約(△9,500千円)、流量計測設備点
検の頻度見直しによる委託料削減(△2,100千円)、物品購入見積依頼者の増など。

該当なし

利用者からの苦情・要望 対　応　状　況

環境

・汚水、汚泥の適正な処理による放流水質等の保全はもとより、設備の効率的操作、ＬＥＤ照明導入等
による省エネ、ＴＥＡＳに基づくゴミの減量化等に取り組んでいる。
・下水道の普及促進と環境への理解を深めるため、近隣の小学校へ出前説明会など昨年度に引き続き実
施した。
・天神浄化センター内の老朽化した和式トイレを洋式化し、来場者が利用しやすいように職場環境改善
を図った。
・平成28年8月より毎月1回ペースで水処理・汚泥処理等検討会を開催し、業務の充実改善と適切かつ効
率的な管理運営の調査・検討に取り組くみ職員の人材育成を図った。（テーマ：夏期の汚泥性状の変
動、汚水処理原価の現状と課題、水処理、汚泥処理費用の削減、地震時の初動対応と被災状況調査な
ど）

取　　組　　み　　内　　容

計

基本財産運用益

小　計

974

20,071,442

475,936,829

区　分

491,757,404

55,920,194

２７年度

・施設ホームページや電話での意見受付
利用者意見
の把握方法

県からの補助金

224
事業外収入

小　計

増　　減区　　　　　分

事業収入

752

15,824,374
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491,756,430
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◯水処理、汚泥処理等検討会の開催
　平成28年8月より毎月1回ペースで水処理・汚泥処理等検討会を開催し、業務の充実改善と適切かつ効率的な管理運営
の調査・検討に取り組んでいる。
　テーマ：①夏期の汚泥性状の変動、②汚水処理原価の現状と課題、③水処理、汚泥処理費用の削減、④地震時の初動
対応と被災状況調査、⑤場内植栽管理方法の抜本的な見直し、⑥中期経営計画の検討など、職員が積極的に取組を行
い、改善に取り組んでいる。

　〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕



９ 施設所管課による業務点検

　　　　　　

　○施設の保安警備、清掃等

　○事故の防止措置、緊急時の対応

〔収入支出の状況〕 Ａ

・管理業務の経営改善と経費削減等による事業経営の効率化に実
践的に取り組み、支出の節減を図った。
・平成28年度は鳥取県中部地震の影響で脱水汚泥処分費等が増加
しているが、経費削減を取り組んで事業経営の効率化に取り組ん
でいる。
・現場に併せた実践的な経費削減の取組を実施した。
・毎年度、決算監査・定例監査を実施。特に大きな指摘はない。

Ｂ：おおむね協定書の内容どおり実施されており、適切な管理が行われている。

Ｃ：一部、改善・工夫を要する事項が見られたが、改善済み又は改善される見込みである。

Ｄ：協定書の内容に対し、不適切な事項が認められ、大いに改善を要する。

　○開館時間、休館日、利用料金等

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

　○利用指導・操作

項　　　　　　　目

・管理運営業務に必要な体制を確保し、適正な職員配置となって
いる。
・自らが企画した水処理、汚泥処理等検討会を開催し、施設内の
様々な分野の業務の充実改善と適切・効率的な管理運営の調査や
検討に取り組んだ。（人材育成）

総　　　　括 Ｂ

　○施設設備の保守管理・修繕

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

・委託した管理運営業務については、施設の運転管理業務を始め
として協定書の内容どおり実施されており、適切な管理が行われ
ている。
・中部地震時の緊急時に率先して応急点検・処置を行い、２時災
害の防止に努めた。

　○附属設備・備品の貸出し

Ｂ

・「ぐるり水の体験」や下水道コンクール等の小学生を対象にし
たイベントや施設見学を開催し下水道や環境問題への理解を深め
た。特に、下水道コンクールの応募総数は1,132点に達するな
ど、域内の小学生への下水道啓発に役立っている。
・ホームページに公社の財務状況、水処理状況等を随時掲載し、
安全・安心を見える形で公開。
＜下水道についての理解と普及促進を図る取組＞
・ぐるり水の探険、下水道コンクール、下水道ふれあい教室、施
設見学を実施。

《評価指標》
Ａ：協定書の内容について高レベルで実施されており、また、計画・目標を上回る実績があ
り、優れた管理運営がなされている。

　○利用者へのサービス提供・向上策

　○施設の利用促進

　○個人情報保護、情報公開

　○利用者意見の把握・対応

〔職員の配置〕 Ｂ

〔利用者サービス〕

　○利用受付・案内

－ －
　○適正管理に必要な利用者への措置命令

　○利用料金の徴収、減免

－ －

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

評　価 点　　　検　　　結　　　果

Ａ

・処理水についても適正な水準を保持している。年間を通じて良
好で安定的な下水処理を実施することができている。
　（検体数 25,026検体、水質試験回数 ４０６回）
・施設の維持管理は、運転操作、２４時間監視、保守点検は外部
委託し、設備機器類の定期的な点検・整備、部品交換、修繕工
事、主要機器の分解整備を発注して、浄化センター機器全体をコ
ントロールし、故障の未然防止や長寿命化に取り組んでいる。
・建物の清掃は、外部委託を実施（事務室は職員が自ら清掃）し
ている。建設から33年を経過しているが、常に整理整頓、注意喚
起看板など職場の労働安全にも配慮されている。
・警備は、夜間休日の施錠の徹底、見回りをしており、不審者の
侵入等はない状況。
・緊急時対応は、マニュアルを作成し、県や関係機関への連絡な
ど初動対応できるよう常に準備している。
・昨年発生した中部地震でも初期対応を適切に実施。停電で設備
稼働が一時停止したが、早急に復旧することができ、安全確保を
実施。また、幹線管渠の破損状況を自ら調査隊を結成し被害把
握、応急措置に努めた。
・ＴＥＡＳⅡの登録、男女共同参画推進企業の認定に加え、家庭
教育推進協力企業の認定を受け社会的責任の遂行に努めている。
・避難、通報、消火等の総合訓練を「天神川流域下水道非常時対
策要綱」に基づいて実施。(毎年１回実施)
・中部地震発生時には、公社として積極的に行動し、いち早く情
報収集を行い初動対応に活躍した。

　○利用の許可


